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講義計画

• 1.	  オリエンテーション

• 2〜5.	  政治とメディアの現代史

• 6〜9. メディア論の視座と考え方

• 10.	  ゲストレクチャー（仮）

• 11〜15.	  PR、パブリック・アフェアーズ、マーケティングの発展と政治、
民主主義

※履修者数に応じて、構成、進行を変えることがあります。
※履修者の文献要約とディスカッションを中心に進行します。
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中間課題

• メディアが現代の政治や民主主義に影響を与えたと思われる事例を、ひ
とつ以上取り上げ、1.) 事例概要の紹介（自分の言葉でまとめること）、2.)	  
その事例を取り上げた理由と、展望、議論等を展開して論じよ。	  
	  
• 文字数:	  2000字程度	  
	  
• 締切:	  12月28日（月）朝8:00までにOCWiにて提出。PC不調等がないように、

余裕をもって締切順守で提出すること。	  
	  
• 剽窃、不正については学内ルールに則り、厳しく対処する。	  
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テクニカルな文書を書く

• 形式面：	  
• 要求事項に適切に答えているか	  
• タイトル、文書作成日付、名前、ページ番号が振られているか	  
• フォントサイズ、適切な（小）見出しの利用、一文の長さ	  

	  
• 文書を構成する3要素	  

• 内容、論理、文体	  
• 内容、論理を磨く。文体も一定程度トレーニング可能。	  
• （時間をおいて）再読、チェックする	  

	  
※スマホ、タブレット等利用により文書を作成する場合は、尚更注意のこと	  
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今週のグループワーク①

• 4人1組を作成。

• それぞれが簡潔に自己紹介（氏名、学年、所属、関心）

• 各グループで、配布資料に関して、以下をとりまとめ報告する。

• 「政治的中立、公平性を維持しながら、投票率をあげることができると思いますか、
またあげるべきだと考えますか？」という今週の課題に関して、グループ内の議論
を共有し、そのように考えた理由、特記事項等を取りまとめて報告せよ、
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投票率の「向上」と動員・
民主主義
• 「投票率の低迷」は「問題」の本質か？

• 「投票に行かなければいけない社会」は「よい社会」か？

• 義務と権利、「共通感覚」不在の日本社会。

• 政治的有効性感覚

• PR会社と「スウィング・ボーター」。

• 「合理的なフレームワーク」の不在。

• 経済的誘因に「釣られた」投票、罰則に委ねた投票結果を「信任」できるか。

※

規範解ではなく、実践解としての「自発的な」行動とはどのようなもの
か？また「呼びかけ」はいかにして可能か？
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図表8：Wikipedia「ファイル:日本 出生数と合計特殊出生率の推移.jpg」に筆者加筆修正（
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E6%97%A5%E6%9C%AC_%E5%87%BA%E7%94%9F%
E6%95%B0%E3%81%A8%E5%90%88%E8%A8%88%E7%89%B9%E6%AE%8A%E5%87%BA%E7%94%9F%E7%8E%87%E3%81%AE%E6%8E
%A8%E7%A7%BB.jpg）。

出生数の変遷と投票年齢引き下げ
の合理性について

3年あわせて約750万人

3年あわせて約350万人・・・
2年分上積みしても



参考資料①

•自民党青年局は、来年夏の参院選から選挙権年齢が「１８歳以上」
に引き下げられるのを見据え、学生らでつくる「日本若者協議会」と
の討論会を７日に実施する。テーマは「若者の政治参加」。若い世代
に政治への関心を高めてもらうのが目的だが、将来的には若年層
の支持獲得につなげる狙いもある。同党は先月、「１８歳選挙権」対
策に本腰を入れて取り組むため、青年局の下に「対策部」を発足さ
せた。討論会もその一環で、牧原秀樹青年局長ら若手議員が出席
し、討論後に若者との懇親会も開く。今月中旬には、青年局幹部が
大学のゼミで意見交換会を行うことも検討している。このほか、フェ
イスブック（ＦＢ）などでの情報発信を通じて、若年層に自民党の政策
への理解を深めてもらう考えだ。（2015/12/02-‐17:33）
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「時事ドットコム：若者団体と７日に討論会＝１８歳選挙権で－
自民 」
（http://www.jiji.com/jc/zc?k=201512/2015120200712&g=po
）より引用。強調、下線は引用者による。



参考資料②

• 日本若者協議会と自民党青年局との日本版ユース・パーラメント”若者と政党の「政治
参加」ガチンコ論争！～自民党～に関する申込フォームです。

• ○日程：2015年12月7日（月）
○時間：第1部18:00～18:25 アイスブレーキング、若者の政治参加の基礎的なレク
チャー、参加者間での意見交換、提言内容の検討

第2部18:30～20:00 国会議員・地方議員との対話
第3部20:00〜21:00 懇親会
※極力第1部よりご参加ください。（途中参加可）

• ○集合：第1部17:45 第2部18:20 自民党本部入口待ち合わせ（遅刻される方には別
途入り方をご連絡いたします）
※時間には必ず間に合うよう余裕をもってお越しください。入場には入館証が必要で
す。この時間に間に合わないことが分かっている方は、通信欄にご記入ください。
○場所：自民党本部
○参加費：無料 ※懇親会費500円
○主催：日本若者協議会／自民党青年局
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https://docs.google.com/forms/d/1EejrYESrMrxpfdj9LVH3xdRG
Lku0G31sUKWVz1UetBg/viewform より引用。



参考資料③

• 2016年夏の参議院選挙から、選挙権が18歳以上に引き下げられる
見通しだが、若者の選挙への関心を高めようと、民主党の枝野幹事
長は23日、さいたま市で行われた地下アイドル「仮面女子」のライブ
会場を訪れた。
終了後、枝野氏は「若い人が政治に関心を持ってもらうため、若い
人たちのノリに、政治が近づいていきたい」と語った。
また、仮面女子のメンバーは「枝野氏がセンターとなって盛り上げた
ら、支持率も上がる」と、枝野氏にエールを送った。
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「民主・枝野氏、「18歳選挙権」へ向け地下アイドルライブへ」	  
（http://www.fnn-‐
news.com/news/headlines/articles/CONN00309280.html ）より
引用。2015年11月24日付。



選挙年齢の引き下げと市民性教育

• 2022年度（！）から、高校に「公共」「歴史総合」（仮称）が必修科目と
して設置予定。

• 公共：政治参加、社会保障、契約、家族制度、雇用、消費行動等を学習予
定

• 歴史総合： 日本史と世界史の近現代部分を中心に。

※

投票年齢の引き下げは2016年参院選から実施される。両者の関係を
どのように捉えるか。なぜ日本では市民性教育が求められるのか。
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「政治のフレームワーク」と
その教育の不在？

• 政治と政局を判断する合理的なフレームワークと、学習機会が不在？
• 日本史：近代史までが中心
• 政治経済：原理と原則が中心
• 現代社会：主題別カリキュラム構成

• 模擬選挙は、各種社会状況を資料に、政党別の政策を参照した選択中心
で、実際の投票行動とは異なる？

• 政治における「価値」の問題をどのように扱うか。



2013年公選法改正以前
（ネット選挙解禁以前）

2013年公選法改正後
（ネット選挙解禁後）

文書
図画

頒布

ウェブサービス
個別サイト、ブログ、
twitter、facebookなど

× 利用が認められない文書図画
※ただし一般有権者のソーシャルメ
ディア利用などは、実際に行われてお
り、改正以前も取り締まられていな
かった。

○ SNSでは個別アカウント宛のメッセージも利
用可

電子メール
候補者
△

政党
△

一般有権者
×

バナー広告 × ○ ×

インターネットメディア ○放送法の規制も受けない

パンフレット・書籍
○ ただし、届け出の必要や内容への規制もあり、頒布可能なのは選挙事務所内、演
説会会場、街頭演説場所のみ。

通常葉書・届け出たビラ

○ 候補者一人当たりの枚数は衆院選、参院選では以下のとおり。都道府県知事、地
方議員など選挙によって条件は異なる。また、証紙貼付などの規制もある。
衆院小選挙区（葉書：3万5000枚、ビラ：7万枚）
参院比例代表（葉書：15万枚、ビラ25万枚）
参院小選挙区（当該都道府県の区域内の衆院小選挙区の数が1の場合、葉書：3

万5000枚、ビラ10万枚。1を超える場合、1増すごとに葉書：2500枚、ビラ1万5000枚加
える）

掲示

立札、ちょうちん、看板
○ 選挙事務所の表示、選挙カー・船舶、演説会の開催中会場表示。ただし大きさや
枚数は規定される。

ポスター
○ 上記立札等と同様の条件に加え、衆院小選挙区・参院選挙区・都道府県知事候
補者の個人演説会告知、ほか選挙運動のために使用するもの。ただし、表面への「掲
示責任者・印刷者の氏名・住所」記載、「証票」貼付など細かな条件に則ったもののみ。

候補者たすき、胸・腕章 ○

アドバルーン、ネオン・サ
イン、電光による表示、映

写等

×

テレビ・ラジオ
× 放送時間や扱いに不平等のないよう注意深く番組制作・報道が行われる。放送法
によっても規制されている。

新聞・雑誌
× 「当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて」の報道、評論を掲載するこ
とはできない、とする規制に従う。

電話 ― 規制の範囲外にあるとして、利用されている

戸別訪問 × ただし、数軒おきの訪問は、実質的には行われていることもある

（注）1． 公職選挙法の規制の下で、◯は「利用可能」 ☓は「利用不可」、もしくは「実質的に利用不可」、△は「制限付き利用可能」。

2． ―は公職選挙法の「規制の範囲外」。
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資料①:	  文科省「高等学校等における政治的教養の教育と
高等学校等の生徒による政治的活動等について（通知） 」

• 文科省「高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について（通
知） 」2015年10月27日

• 第1 高等学校等における政治的教養の教育

• 第2 政治的教養の教育に関する指導上の留意事項

• 第3 高等学校等の生徒の政治的活動等

• 第4 インターネットを利用した政治的活動等

• 第5 家庭や地域の関係団体等との連携・協力

• 全文→ http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1363082.htm
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「日本国憲法」より

•第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由
は、これを保障する。

•○２ 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵して
はならない。

※

憲法と法律の差異とは？
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「放送法」より

• （目的）
•第１条 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉
に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。

•一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを
保障すること。

•二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送
による表現の自由を確保すること。

•三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健
全な民主主義の発達に資するようにすること。
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「教育基本法」より

• （政治教育）
•第十四条 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重
されなければならない。

• ２ 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対す
るための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
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放送法①

•放送法
• 電波の希少性を背景にした、放送事業者の管理
（電波法）⇒

• 不偏不党性
• 健全な民主主義の促進
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（目的）

第１条 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように
規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。

二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自
由を確保すること。

三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の
発達に資するようにすること。

（目的）第１条 この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を

確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とす
る。
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第２条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信（電気通信事業法（昭和59年法
律第86号）第２条第１号に規定する電気通信をいう。）の送信（他人の電気通信設備（同条第２号に規定す
る電気通信設備をいう。以下同じ。）を用いて行われるものを含む。）をいう。

（西田注）

二 「基幹放送」とは、電波法（昭和25年法律第131号）の規定により放送をする無線局に専ら又は優先的
に割り当てられるものとされた周波数の電波を使用する放送をいう。
三 「一般放送」とは、基幹放送以外の放送をいう。
4.「国内放送」とは、国内において受信されることを目的とする放送をいう。

・・・

電気通信事業法

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。

公職選挙法

（ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布）
第百四十二条の三 第百四十二条第一項及び第四項の規定にかかわらず、選挙運動のために使用する文書図
画は、ウェブサイト等を利用する方法（インターネット等を利用する方法（電気通信（電気通信事業法（昭和五十九
年法律第八十六号）第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。）の送信（公衆によつて直接受信される

ことを目的とする電気通信の送信を除く。）により、文書図画をその受信をする者が使用する通信端末機器（入出

力装置を含む。以下同じ。）の映像面に表示させる方法をいう。以下同じ。）のうち電子メール（特定電子メールの
送信の適正化等に関する法律（平成十四年法律第二十六号）第二条第一号に規定する電子メールをいう。以下同
じ。）を利用する方法を除いたものをいう。以下同じ。）により、頒布することができる。



放送法②

•放送法
• 政治的偏向に対する強い懸念と、様々な「矛盾」
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（国内放送等の放送番組の編集等）

第４条 放送事業者は、国内放送及び内外放送（以下「国内放送等」とい
う。）の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなけ
ればならない。

一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。

四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を
明らかにすること。

（放送番組編成の自由）

第３条 放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人から
も干渉され、又は規律されることがない。



（番組基準）

第５条 放送事業者は、放送番組の種別（教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組
等の区分をいう。以下同じ。）及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基

準（以下「番組基準」という。）を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければなら
ない。
《改正》平22法065
２ 放送事業者は、国内放送等について前項の規定により番組基準を定めた場合に
は、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場
合も、同様とする。



「日本放送協会番組基準」[国内番組基準]（https://www.nhk.or.jp/pr/keiei/kijun/ より引用）

日本放送協会は、全国民の基盤に立つ公共放送の機関として、何人からも干渉されず、不

偏不党の立場を守って、放送による言論と表現の自由を確保し、豊かで、よい放送を行うこ
とによって、公共の福祉の増進と文化の向上に最善を尽くさなければならない。
この自覚に基づき、日本放送協会は、その放送において、
１ 世界平和の理想の実現に寄与し、人類の幸福に貢献する

２ 基本的人権を尊重し、民主主義精神の徹底を図る
３ 教養、情操、道徳による人格の向上を図り、合理的精神を養うのに役立つようにする
４ わが国の過去のすぐれた文化の保存と新しい文化の育成・普及に貢献する

５ 公共放送としての権威と品位を保ち、公衆の期待と要望にそう
ものであることを基本原則として、ここに、国内放送の放送番組の編集の基準を定める。

第１章 放送番組一般の基準 第４項 政治・経済

１ 政治上の諸問題は、公正に取り扱う。
２ 公職選挙法に基づく政見放送および経歴放送については、法律に従って実施する。
３ 経済上の諸問題で、一般に重大な影響を与えるおそれのあるものについては、特に慎重を期する。

第２章 各種放送番組の基準 第５項 報道番組

１ 言論の自由を維持し、真実を報道する。
２ ニュースは、事実を客観的に取り扱い、ゆがめたり、隠したり、また、せん動的な表現はしない。
３ ニュースの中に特定の意見をはさむときは、事実と意見とが明らかに区別されるように表現する。

４ 災害などの緊急事態に際しては、すすんで情報を提供して、人命を守り、災害の予防と拡大防止に寄与する
ようにつとめる。

５ ニュース解説または論評は、ニュースと明確に区別されるように取り扱う。



放送法③

•放送法

• なぜ、日本の放送法は、これほどに、「制約」が存在するのか？ ヒント：歴
史的視点、憲法的視点
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日本国憲法

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これ
を保障する。



椿事件

•椿事件
• 1993年総選挙期間中に自民党以外の政権樹立を促す報道を行った事と当
時のテレビ朝日 の報道局長であった椿貞良が日本民間放送連盟の会合の
中で報道を正当化する発言をして証人喚問を受けた。

• テレビ朝日の放送免許取り消し処分が検討された事件であった。実際に偏
向報道が行われたことも認めたが、組織としての関与は否定。

• テレビが政治的な影響を国民に与え得る事例として重要であり、その事実
は広く知られている。
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メディア論とメディア研究

•総力戦体制の下で、著しい発展。
• 国家による動員欲求／理解・分析・手法の発展 →	  対抗の論理の発展 →	  民
間活用による顕著な発展 →	  情報環境、メディア環境の激変…

• メディアの発展と共進化するメディア論
• 弾丸効果仮説（皮下注射モデル）／「コミュニケーションの二段階の流れ」仮説／カル
チュラル・スタディーズ／新しい強力効果仮説／マスメディアの議題設定機能／「沈黙
の螺旋」理論／知識ギャップ仮説／メディア・リテラシー／プライミング／集団分極化
(group	  polarization)…

• 正常化仮説と変化仮説。
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「世論」と「輿論」	  

• 「世論」と「輿論」	  
	  
• Popular	  Sentiments／Public	  Opinion	  

	  
• 後者は当用漢字に割あてられず。	  

	  
• 大正期までは明確な使い分けがなされた。

※	  佐藤卓己，2008，『輿論と世論――日本的民意の系譜学』．
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今週のQuiz

•現在のさまざまな出来事のなかで、メディアが民主主義、政治に影
響を与えた／ていると考える出来事を取り上げ、理由とともに、500
字程度で論じ、OCWiにアップし、次回持参せよ。
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